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マイナンバーカードと健康保険証（被保険者証）の一体化に伴う、令和６年度被保険者

証一斉更新及び資格確認書等の運用について、現時点で国から示されている情報を踏まえ

た当広域連合における方針を報告する。 

１ 令和６年度被保険者証一斉更新について 

以下のような方針により、令和６年７月に被保険者証一斉更新を実施した。 

（１）令和６年度一斉更新時に交付する被保険者証の有効期間

被保険者や医療機関等が混乱しないよう、令和６年度一斉更新時に交付する被保険 

者証の有効期間は「１年間」とし、有効期限を「令和７年７月 31 日」とした。 

【主な理由】 

令和６年 12 月２日以降、被保険者証の新規発行は廃止となるが、既に発行された被保険

者証は経過措置として最長１年間（令和７年 12月１日）まで期限の猶予がある。一方で、被

保険者証の更新を８月１日とすることが、被保険者等に定着しているため、有効期限を令和

７年７月 31 日とした。なお、令和７年７月には、全被保険者に対して「資格確認書」または

「資格情報のお知らせ」を交付する一斉更新を行う。 

【被保険者証のサンプル】 

（２）被保険者証の郵送方法について

 被保険者証は、これまで簡易書留郵便により交付する運用としていたが、市区町村 

からの要望により、令和６年度被保険者証一斉更新から、市区町村において簡易書留郵 

便または特定記録郵便のいずれかの方法を選択することとした。 

（３）個人番号（マイナンバー）下４桁のお知らせについて

 国の通知により、令和６年３月から 10 月までの間に、全医療保険者が把握している 

加入者情報として、個人番号の下４桁を全被保険者に対して通知することとされた。 

その通知に基づき、当広域連合では被保険者証一斉更新時に被保険者証の台紙と個人 
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番号下４桁のお知らせを一体的に作成し、通知することとした。 

 

【個人番号下４桁のお知らせのサンプル】 

  

 

 

２ 被保険者証廃止日（令和６年 12 月２日）以降の対応について 

   被保険者証廃止日以降の対応方針については以下のとおりである。 

（１）被保険者証廃止後の新規資格取得者への送付物 

令和６年 12 月２日以降、年齢到達等により新たに資格取得する被保険者に対して、 

下表のとおりマイナ保険証保有の有無にあわせて「資格確認書」または「資格情報のお 

知らせ」を交付する予定 

各市区町村に対し、広域連合にて「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」を振り 

分けて送付し、市区町村から被保険者へ郵送交付する。 

 

 マイナ保険証 送付物 

未保有者 資格確認書 

保有者 資格情報のお知らせ 

 

＊＊＊＊ ＊＊＊＊ 〇〇〇〇 
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（２）令和６年 12 月２日から令和７年７月 31 日までの間に交付する資格確認書等の 

  有効期限 

   令和６年 12 月２日以降、最初に交付する「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」 

については、令和６年度一斉更新にて交付する被保険者証の有効期限にあわせて、全 

て令和７年７月 31 日を有効期限とする。（資料３別添資料参照） 

（３）令和７年度に行う一斉更新について 

令和６年 12 月２日以降、最初に交付する「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」 

の有効期限を令和７年７月 31 日に統一したため、令和７年度に一斉更新を行うことに 

なる。なお、令和７年度以降の一斉更新については、２年に一度とする予定である。 

 

３ 資格確認書の運用について 

   資格確認書の運用方針は以下のとおりである。なお、資格確認書の新規交付申請の

受付開始時期等や受付方法等については、国から手続きの詳細は示されていない。 

 （１）資格確認書の交付対象・有効期間等 

   ・対象者は、マイナ保険証を保有していない者 
 

   ・本人申請による交付が原則であるが、当面の間は職権交付とする。 
 
・有効期間は、現行の被保険者証と同様に「２年間」とする。 
 
・様式は、現行の被保険者証と同様に「カード型（紙素材）」とする。 
 
・記載事項は、以下のとおりとする。 
 

必須記載事項 氏名・性別・生年月日、住所、被保険者番号、保険者番号・保険者名、

交付年月日、資格取得年月日、負担割合・発効期日、有効期限、特別療

養費の対象者である場合にはその旨 

任意記載事項 一部負担金限度額（高額療養費）の適用区分・発効期日、食事療養標準

負担額及び生活療養標準負担額の適用区分・発効期日、長期入院該当

日、認定を受けた特定疾病の区分（記号で表記）、発効期日 

 

（２）資格確認書の郵送方法について 

   資格確認書についても、被保険者証と同様に、市区町村において簡易書留郵便また 

は特定記録郵便のいずれかの方法を選択することとする。 

 

４ 資格情報のお知らせの運用について 

   資格情報のお知らせの運用方針は以下のとおりである。なお、資格確認書と同様に

国から手続きの詳細は示されていない。 

 （１）資格情報のお知らせの交付対象・有効期間等 

・対象者は、マイナ保険証を保有している者 

・職権交付とする。 
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・有効期間は、資格確認書にあわせて「２年間」とする。 

   ・様式は「Ａ４サイズ」とし、容易に携帯して利用しやすくなるように工夫する予定 

   ・記載事項は以下のとおりである。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）資格情報のお知らせの郵送方法について 

   資格情報のお知らせについては、普通郵便とする。 

 

５ その他証書の運用について 

   限度額認定証等と特定疾病療養受療証の運用は、以下のとおりである。 

（１）限度額認定証等の運用について 

限度額認定証等は、被保険者証廃止とあわせて令和６年 12 月２日以降の新規発行 

は終了となる。新規発行終了後については、資格確認書の任意記載事項として一部負 

担金限度額の適用区分等を記載する運用を想定している。 

なお、令和６年８月１日から 12 月１日までに発行された限度額認定証等は令和７年 

７月 31 日まで有効となる。     

（２）特定疾病療養受療証の運用について 

   特定疾病療養受療証は、限度額認定証等と異なり、廃止とせず従来どおり紙で交付 

する。本人の希望があれば資格確認書に任意記載事項として特定疾病の区分等を記載 

することも可能とする。 

 

６ 令和６年度の周知広報 

   一斉更新や被保険者証廃止等の時期にあわせ、「東京いきいき通信」への掲載や  

被保険者証一斉更新時等におけるリーフレットの同封、市区町村・医療機関向け周知 

用ポスター等の作成、市区町村の広報紙掲載等、様々な手法により周知広報することを 

検討している。 

被保険者資格

に関すること 

氏名・性別・生年月日、住所、被保険者番号、保険者番号・保険者名、

交付年月日、資格取得年月日、負担割合・発効期日、有効期限、特別療

養費の対象者である場合にはその旨 

その他お知ら

せすべき事項 

・資格情報のお知らせのみでは医療機関等を受診できないこと 

・マイナポータルにアクセスするための QR コード 

・マイナ保険証の読み取りができない場合については、スマートフォ 

ンの資格情報画面をマイナ保険証とともに提示することで受診可能 

であること 

・スマートフォンを所有していない方は、資格情報のお知らせをマイ 

ナ保険証とともに提示することで受診可能であること 


